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会館にて「離婚後共同親権について」のセミナーを開催しました。離婚後の子どもの養育に
関わる現行法が、先月末に出された「民法改正の要綱案」で、どう変わるのかを条文に照ら
し合わせながら確認し、説明されていました。

親権と監護権の違いから始まり、実際にあった家族間での対立事例なども取り入れられ、
分かりやすかったです。報道では共同親権に賛成か反対かの意見が飛び交っていますが、い
ちばんのポイントは共同親権導入が、「子の利益」につながるかどうかということ。ベース
にある問題として、今の日本は諸外国と比較しても、ジェンダーギャップ指数がかなり低い
（125 位/146 か国（2023.6.21 発表））こと。夫婦別姓ですら認められていないこと。また
諸外国のように、国に制度をフォローアップする潤沢な予算や人材などのシステムがないこ
となどが挙げられます。その中で法案だけが走り出すと、利益を受けるはずの子どもが、紛
争に巻き込まれる懸念があります。

また、家庭裁判所もマンパワー不足で、決定までに時間がかかるのが課題。紛争のたびに
決まらないからと家庭裁判所へ駆け込む法案だと、当事者にはお金も時間も負担も大きく、
さらには裁判所がパンクするのでは？との意見もありました。

早ければ２月半ばに決定。３月には法務省が国会に提出との報道があります。今日のセミ
ナーで、導入は時期尚早で、今出されている問題点を改めて吟味してからでも遅くないので
はと感じました。

質疑応答では、既に離婚している場合はどうなるのか？面会交流の申立が祖父母や兄弟姉
妹も可能になると報道があったがどうなのか？相続は？などの意見が出されました。
（T.M）

＜追記＞　2/15 付の報道で動きがありました
法制審議会（会⾧・高田裕成中央大大学院教授）は 15 日、離婚後も父母双方の親権を認め
る「共同親権」を選べるようにする民法改正要綱を小泉龍司法相に答申した。政府は今通常
国会に改正案を提出する。（引用：毎日新聞）
https://news.yahoo.co.jp/articles/63d4d0f4bcb6b60d4e4b268be9b309398ec1edf8

！
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個人的な事情が頭を巡り、つい感情論が先行してしまいがちだが、せっかく皆さんに向けて
発信する機会をいただいたので冷静に考えてみたいと思う。

まず、「単独親権によって子どもと片方の（別居）親とが分断され、親子関係が断絶され
る。子どものために親子が断絶されない共同親権を導入するべきだ」というこの意見はすご
く理にかなったモノに見える。だが、今一度立ち止まってキッチリと事実として確認すべき

ことは、日本では両親が離婚しても法律上親子の関係が切れることはまずないということ。
未婚（非婚）の場合も、認知があれば婚姻の有無にかかわらず法律上親子の関係がある。も
ちろん扶養義務もあり、面会交流の法的な手続も可能だ。「親権がない＝扶養義務がない」
「親権がない＝面会交流権がない」というわけではないという事実を忘れてはいないだろう
か。親権がないことが、親であることの義務がなくなることでもなければ、親でいる権利を
なくすことでもない。
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次に、『子どもに会えない！会いたい！』その気持ちは、同じ親として理解は出来る。だ
が、その会えない理由を単独親権であることにすり替えるのは違う。現段階で家庭裁判所で
は原則、面会交流を行う方針で決定を出しているからだ。当事者間で取り決めが行えないと
き、家裁で面会交流の調停や審判を申し立てるという法的な仕組みがちゃんと存在する。そ
して、面会交流は「子どもの利益になる」という考えのもとに調停や審判を行っている。面
会交流が禁止、もしくは一定の制限がもうけられるときには、それ相応の理由があり、家裁
が「子どもの利益にならない」と判断したときだ。それは単独親権でも共同親権でも変わら
ない。それにもかかわらず、親権を盾に子どもの安全を脅かす法律はいかがなものかと疑問
だ。

では、その子どもの安全とは何なのか。DV･虐待の場合は単独親権になると言われている
が、何が DV で何が虐待なのか、その定義はどこにあるのか。前述したように、親権を持た
ない親にも扶養義務はある。その扶養義務を果たしていない、すなわち、養育費を支払って
いない親は、親権を持つに値する親といえるのだろうか。扶養する意思がない姿を子どもに
見せるのは、立派な虐待ではないだろうか。扶養義務を果たしてこなかった親を「安全」だ
と判断できる材料はどこにあるのだろうか。

皆さん考えてみて欲しい。どこで、どのように、「安全」だと判断されますか？ひとり親
家庭の 7 割強が養育費を受け取れていない状況で、その 7 割強のうちの何割に「安全であ
る」と突きつけますか？親子関係、元パートナー関係の法的な強制は「安全」ですか？法律
に強制されてまで強いる関係は「安全」ですか？その後の「安全」は誰がどんなふうに守っ
てくれますか？

共同親権に対し、何が何でも反対だと言っているわけではない。父母が合意し決定した場
合には基本的にはアリだと思っている。しかし、審議会中に問題提起された「父母が合意し
なくても共同親権にすべき場合とはどのような場合をさすのか」という大変重要なことが受
け流されたままだ。法制審議会は全会一致を慣行としてきたにもかかわらず、今回にいたっ
ては反対意見を多数決でねじ伏せる始末だった。その暴力ともいえる姿が「子どもの利益」
を本当に心から考える姿であるのかと、私は大きく問題提起をしたい。本当に心の底から
「子どもの利益」を考えてくれていますか？そこに強制やねじ伏せなどの力は必要ですか？
もう一度、「子どもの利益」について議論してはもらえませんか？（西﨑 麻衣）
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私は障害のあるひとり親にも障害基礎年金の子加算と児童扶養手当の併給を認めて下さい
と訴えている原告です。社会を変えるのは言葉ではなく行動力です。最近はネット上で日本
や岸田総理に対する不満が連日のように書き込まれていますが、それらの言葉がなんの効力
を持つでしょうか？不平不満を言っていても行動しなければ何にも変わりません。

社会的弱者になったのは自分の努力が足りないから国を責めるのはお門違いだと言う人や
行動しても変わらないと諦めている人もいますが、その考え方自体が誤りなのです。誰もが
好きで社会的弱者に陥るわけではありません。私は中流家庭で産まれましたが女として産ま
れたと言うだけのことで要らないと言われ親から虐待され何とか生き残りましたが、それも
生き残るための手段として子供と結婚したいと望んでいる人と結婚することで自分の命を繋
ぎましたし、そうして世の中には自分の想像もつかないような人生を生きて来た、生きてい
る人がいるのです。それを測り知ることは誰にも分かりません、それなのに憶測で安寧な人
生を生きて来てワガママ放題言っていると決め付けるのは責任転嫁に過ぎないのです。そう
して個々人を責めていても本質の問題は何も解決しません。

国が衰退していく一方です。どうしたら皆が幸せになれるのか、を私達は考えていかなけ
ればいけないのです。誰かが犠牲になることでしか成り立たないような国は国と言えません。
組織として大失敗です。ましてや日本の法律は自治体裁量があるが故に法律なのに好きなよ
うに解釈して捻じ曲げて特例を幾つも作れるようになっています。それでは法律の意味、効
力がないも同然です。

誰がどう見ても差別、排除だと思うような内容まで法律として存在しています。児童扶養
手当と障害基礎年金子加算併給問題のことで言えば児童扶養手当はひとり親のためのものと
明記されているにも関わらず障害者と結婚している健常者家庭には児童扶養手当も障害基礎
年金の子加算も支給されているのです。それなのに当事者のひとり親には併給どころか障害
基礎年金の子加算も児童扶養手当も支給されていない人もいるのです。これが差別でなくて
なんでしょうか？

こんなにも分かるように差別されているのにあろうことか京都地裁、大阪高裁の裁判官は
差別ではないと私の訴えを棄却したのです。それも書面審理のみで私の声は聞かず、ですし
訴状も熟読していない的外れな棄却内容だったのです。私は何としても国に声を届けたいで
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12/24(日)総勢 26 人でクリスマス親子交流会を開催！母子ともに楽しい１日となりました。
盛りだくさんのプログラムで、あっという間に時間が過ぎ、終了時間を迎え閉会を伝えるの
が心苦しいくらいでした。

「はらぺこあおむし」の映像と歌が流れると、「♪きょ～う～は～」と一緒に口ずさむ子
供たち。バルーンアートが始まると、次々出てくるバルーンを見て「アンパンマンだ～」
「ワンちゃんが出てきた！」と目をキラキラさせる子供たち。マジックが始まると、何が起
きるのかドキドキしながら目を凝らす子供たち。そんな子供たちの姿を見て、笑顔になるお
母さんたち。プログラムが終わってからも、アーティストの方やマジシャンの方の周りには
子供たちが集まり、リクエストの応酬(笑)。親の私も気になって、思わず聞き耳を立てたり
覗き見したり。外の寒さとは裏腹に、会場にはとても温かい空気が流れていました。

もちろん、クリスマスなのでケーキとプレゼントも！ケーキの種類は、イチゴにマロンに
チョコレートに…様々な種類が並ぶ中、子供も大人も「どれにしよっかなぁ？」と楽しそう
に選んで食べていました。美味しくって、おかわりする子供たちも続出！プレゼントは、食
料品に化粧品。お菓子の詰まったサンタブーツは、子供たちに大好評でした。生活に密着し
た食料品はとても有難く、特に年末年始には大助かりでした。そして化粧品、子供優先で自
分のことを後回しにしがちなお母さん達に、本当に嬉し
いプレゼントでした。ご支援くださった個人様・団体様
には感謝の気持ちでいっぱいです。

気が早いですが…今年のクリスマス会も、たくさんの
笑顔あふれるクリスマス会となりますように☆彡（Ｕ.
Ｙ.）
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した。子どもたちは部屋の飾りつけにも大活躍してくれました。ケーキを食べながら、お
しゃべりをして楽しいひとときとなりました。

〇 1 月と 2 月の第 3 日曜日はいつものように学習支援とプログラミング教室、おしゃべり会
をしました。尼崎市から助成金をいただき開催してきた学習支援とプログラミング教室は
2 月で今年度最後となりました。子どもたちから参加できてよかったという感想をもらい、
来年度もぜひ続けていけたらと思っています。（U.A.）

○12 月 8 日　しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄の「夜のおしゃべり会」に参加
沖縄のママたちはとってもパワフル！簿記やパソコンの学び合いや情報交換、自分から動
く力をスタッフ皆さんがさり気なくサポートされていた！参加した私もパワーを頂いた！

○12 月 17 日　定例交流会（コープミニ東舞子店）
食品を提供。お子さんを含め 18 名の参加。新規の方も多く、賑やかな交流会となった。

○1 月 27 日　シングルマザーのための（自信の出る）セレモニースタイルセミナー
シングルマザー 15 名が参加され、賑やかに開催。メイク道具に触れ、皆さんのお顔が
ぱっと鮮やかになっていく様子、こちらも楽しませていただいた！場所を提供くださった
垂水児童館さん、お洋服を提供いただいた株式会社 NEHA さん、おすそわけをいただい
ているおてらおやつクラブさん、ありがとうございました！

○2 月 12 日　第 6 回いのちとくらしの映画祭 with 枝元なほみ
今年もブース参加。映画は「夜明けまでバス停で」。離別後、居酒屋のバイトでしのいで
いた女性が家を失ってしまう話。女性が陥る見えない貧困状況を描いた作品でした。他人
事ではないと思いながら、ここに至らないようにするためにはなにが必要なのか映画の間
中ずっと考えていた。とりあえず仲間が大切。絶対ひとりで抱え込まないこと。そして、
今回のメインは、枝元なほみさんの講演会。昨年ご病気を発症、今年は酸素吸入器を付け
られての渾身のお話でした。この人だからこそここでこうしてお話されておられ、みんな
に笑顔を届けられるのだと思います。舞台からわざわざおりて来られて「写真を一緒に」
とお声掛けくださったこと、忘れません。自分たちももっとオープンになろうと誓いまし
た。

○3 月 17 日　定例交流会（コープミニ東舞子店）
明石市委託事業
○12 月　クリスマス会
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大阪おしゃべり会の学習支援　毎月第 4 日曜日 13：30～15：30、親たち交流会
♥1 月 28 日　アニメ鑑賞　♥2 月 25 日　紙芝居の読みあいっこ

自分発｢思考する力｣とスモールステップでありながらも｢やる気｣を大切に楽しく学ぶ時間
を目指す。学校で使っている教科書を持って来てもらったり、小さな困り感を見つけてそ
れを自らの力で乗り越えられるようサポートしたりしています。また、季節感のあるアニ
メなどの動画などのお楽しみもあります。お気軽にご参加下さい。学校での学びなどでお
悩みなどあれば、ご遠慮なくどうぞ。楽しいおしゃべりの中から親も子どもも各々が何か
ヒントを見つけたり出来るといいですね🎵 N・S

○2023 年 12 月 23 日(土)11 時より箕面の駅前の T さんの古民家をお借りしてクリスマス会
をしました。大人 12 人子ども 6 人の参加で紙芝居や、歌をみんなで歌ったり、5 段重ね
の豪華イチゴケーキを作ったりで豪華なランチを楽しみました。無料で古
民家を提供していただいたり、ランチを一人で作っていただいたり感謝感
激でした。知人がサンタクロースにも来てくださりました。なによりも子
どもたちが楽しんでくれて良かったですが、急な開催で参加が少なく残念
でした。24 年度もささやかに活動したいです。（K.S.）
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12 月 2 日(土) 相談日
12 月 6 日(水) 相談日

年末緊急食料支援事業開始
12 月 8 日(金) 相談日　事務所ミーティング
12 月 13 日(水) 相談日
12 月 15 日(金) 相談日　事務所ミーティ

ング
12 月 17 日(日) 相談日、尼崎クリスマス

会
神戸ウエスト　お米・絵本の配

布
12 月 20 日(水) 相談日
12 月 22 日(金) 相談日　事務所ミーティ

ング
12 月 24 日(日) 関西クリスマス会
12 月 27 日(水) 相談日

2024 年
1 月 7 日(日) 相談日
1 月 10 日(水) 相談日
1 月 11 日(木) ロゴナジャパンさん来所
1 月 12 日(金) 相談日　事務所ミーティング

ベルコ様来所
1 月 13 日(土) 相談日
1 月 17 日(水) 相談日
1 月 19 日(金) 相談日　事務所ミーティング
1 月 21 日(日) 尼崎おしゃべり会、プログラ

ミング、学習支援
1 月 24 日(水) 相談日　大阪府ひとり親家庭

等自立促進計画策定ワーキン
ググループに参加

1 月 26 日(金) 相談日　事務所ミーティング
1 月 27 日(土) 相談日　神戸ウエスト　シン

グルマザーのためのセレモ
ニースタイルセミナー

１月 28 日(日) 相談日
大阪おしゃべり会 学習支援

1 月 31 日(水) 相談日、尼崎コープこうべ
虹の賞授賞式に出席

2 月２日(金) 相談日　事務所ミーティング
2 月７日(水) 相談日
2 月９日(金) 相談日　事務所ミーティング
2 月 10 日(土) 相談日　大阪弁護士会の人権

フェスタにブース参加
２月 12 日(月・祝)　セミナー「離婚後の共

同親権についてー考えよう！
心配なこと、不安なこと。問
題なことー」を開催

神戸ウエスト　いのちとくら
しの映画祭 with 枝元なほみ

２月 14 日(水) 相談日
２月 16 日(金) 相談日　事務所ミーティング
２月 18 日(日) 相談日　尼崎おしゃべり会
２月 21 日(水) 相談日
２月 24 日(土) 相談日
２月 25 日(日) 大阪おしゃべり会学習支援

「障害のあるひとり親の児童
扶養手当併給調整違憲訴訟」
の学習会に参加

２月 28 日(水) 相談日
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と超えて、シングルマザーの生活困窮世帯が増えていることを実感させられました。2022
年の年末で 35 世帯、2023 年夏で 50 世帯、2023 年末で 60 世帯と、臨時支援希望者が増加
しています。昨年の春からの急激な物価上昇、乳製品や小麦製品類、卵等、菓子類、食生活
に関わる基本の食材費が値上がり、低収入のシングルマザー親子の生活を圧迫していること

た。
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◆◇ 会費・寄付のお願い ◇◆
いつも会費・寄付やお米・食品・お菓子などのご支援を本当にありがとうございます。
特に年末の 2023 年 12 月の臨時緊急食料支援は、ほとんどの食品の値段が上がる中で、
生活に困る母子家庭に少しでもお餅やお米など支援をしていきたいという思いで、73 世
帯に、郵送や直接手渡しで、臨時食料支援を行いました。これに対して、多くのご支援
の方々から「年末臨時緊急のカンパ・ご寄付」や「お米や食品・お菓子・化粧品など」
「励ましのお言葉」などを頂き、オプシード様・おてらおやつクラブさま・ベルコ様・
コスメ様・ロゴナ様・四つ葉連絡会様、本当にありがとうございました。
深く感謝いたします。今後とも、ご支援を宜しくお願いします。
尚、  2023      年度の会費が未納ならば、どうか振り込みをよろしくお願いします。  
★会費のお願い：当会の運営を支えるために、年会費(3,000 円、賛助会費 5,000 円)をお

願いしています。年度は４月 1 日から翌年の 3 月 31 日までです。
☆ご寄付も募っています。税金の控除はありませんが、よろしくお願いします。
★受領証等をもって領収証に代えさせて頂きます。領収証の必要な方は、振替用紙に

チェックを入れるか、その旨記入してください。一万円以上のご寄付は領収証を発行
【郵便振替口座】記号 00920-4　番号 150163

加入者名：しんぐるまざあず・ふぉーらむ・関西


